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介護予防・日常生活支援総合事業における 

サービス単価の見直しについて 

 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の概要 

■ 事業目的 

介護保険法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総

合事業」という。）は，市町村が中心となって，地域の実情に応じて，住民等の多様な主体が参

画し，多様なサービスを充実することで，地域の支え合い体制づくりを推進し，要支援者等の

方に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目指す事業です。 

 

  ■ 事業内容 

    総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 旭川市における始期 

  平成２９年度事業開始 

 

■ 財源  

国２５％，道１２.５％，市１２.５％，第１号被保険者の保険料２３％， 

第２号被保険者の保険料２７％ 

 

 

 

 

事業 対象 目的 事業 

総 

合 

事 

業 

介護予防・ 

生活支援 

サービス事業 

・要支援１・２の方 

・６５歳以上で要支 

援１・２に相当す

る状態の方 

地域における生活 

支援や介護予防の 

サービスの充実を 

図る。 

・訪問型サービス 

・通所型サービス 

・生活支援サービス 

・介護予防ケアマネジメント 

一般介護 

予防事業 

・６５歳以上の 

旭川市民の方 

要介護状態等となる 

ことの予防又は要介 

護状態等の軽減若し 

くは悪化の防止を図 

る。 

・介護予防把握事業 

・介護予防普及啓発事業 

・地域介護予防活動支援事業 

・一般介護予防事業評価事業 

・地域リハビリテーション 

  活動支援事業 



2 

 

２ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）の利用状況 

 

⑴ 訪問型サービス（第１号訪問事業）  

 

 

 

   

 

⑵ 通所型サービス（第１号通所事業）       

 

 

 

    

 

⑶ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

 
 

 

 

 

  【参考】  

○ 高齢者人口                             （各年４月１日現在） 

年度 総人口 高齢者人口 
高齢者人口内訳 

高齢化率 

65歳以上 75歳未満 75歳以上 

R4 ３２６，０５７人 １１３，１１１人 ５３，４７０人 ５９，６４１人 34.7％ 

R5 ３２２，５２７人 １１２，８８７人 ５１，６２３人 ６１，２６４人 35.0％ 

   

○ 第１号被保険者数                         （各年４月１日現在） 

年齢 令和４年度 令和５年度 

65歳以上 75歳未満 ５３，２５０人 ５１，４０９人 

75歳以上 ５９，２１２人 ６０，８３９人 

合計 １１２，４６２人 １１２，２４８人 

  

○ 要支援認定者数（第１号被保険者）                 （各年４月１日現在） 

   

 

 

 

 

 

※事業対象者とは，６５歳以上で要支援１・２に相当する状態の方です。 

 令和４年度 令和５年度 

請求件数 ２０，４０７件 １９，３９８件 

事業費（実績） ３５６，００１，３７６円 ３４４，１２５，５３７円 

 令和４年度 令和５年度 

請求件数 ３５，１１０件 ３６，８８１件 

事業費（実績） ８５３，７９４，２５９円 ９０８，５７２，９１５円 

 令和４年度 令和５年度 

請求件数 ３０，７０１件 ３０，００５件 

事業費（実績） １３８，８２０，５４０円 １３５，５７０，８１１円 

認定区分 令和４年度 令和５年度 

事業対象者※ ４人 ４人 

要支援１ ５，８９０人 ５，７２４人 

要支援２ ２，８８５人 ２，８７２人 

要支援等計 ８，７７９人 ８，６００人 
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３ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）における 

サービス単価の見直し 
  

１ 介護報酬の改定について 

  介護保険制度は，原則として３年ごとに制度が見直され，それに伴って厚生労働省の告示により介護

報酬が改定されます。 

  総合事業の第１号訪問事業，第１号通所事業及び第１号介護予防支援事業における介護報酬は，厚生

労働大臣が定める基準，又はその額を勘案して市町村が別に定めることとされています。 

  介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和

３年厚生労働省告示第７２号）の一部改正により，この基準と同額となるように旭川市介護予防・生活

支援サービス事業実施要綱を改定しました。 

 

２ 介護報酬単位数の改定内容 

⑴ 第１号訪問事業 

  ① 基本の単位数 
 

現行 変更後 

要支援１・２，事業対象者 

週１回程度         １，１７６単位／月 

 

変更なし 

要支援１・２，事業対象者 

週２回程度         ２，３４９単位／月 

 

変更なし 

要支援２ 

週２回を超える利用     ３，７２７単位／月 

 

変更なし 

 

⑵ 加算・減算 

現行 変更後 

 

同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する利用

者又はこれ以外に同一建物の利用者２０人以上に

サービスを行う場合）  

→ 所定単位数の１０％ 減算          

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口腔連携強化加算      ５０単位／月（新設） 

同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する利用者

（１か月当たりの利用者が５０人以上居住する建物

に居住する利用者は除く）又はこれ以外に同一建物の

利用者２０人以上にサービスを行う場合） 

→ 所定単位数の１０％ 減算 

 

同一建物等に居住する利用者の割合が 

１００分の９０以上場合 

→ 所定単位数の１２％ 減算 

 

同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住

する利用者に対してサービスを行う場合 

→ 所定単位数の１５％減算 
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介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ） 所定単位数の 137/1000 加算 

（Ⅱ） 所定単位数の 100/1000 加算 

（Ⅲ） 所定単位数の 55/1000  加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員等特定処遇改善加算 

（Ⅰ） 所定単位数の 63/1000 加算 

（Ⅱ） 所定単位数の 42/1000 加算 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

所定単位数の 24/1000 加算 

 

 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ） 所定単位数の 245/1000    加算 

（Ⅱ） 所定単位数の 224/1000    加算 

（Ⅲ） 所定単位数の 182/1000    加算 

（Ⅳ） 所定単位数の 145/1000    加算 

（Ⅴ）（１）所定単位数の 221/1000 加算 

（Ⅴ）（２）所定単位数の 208/1000 加算 

（Ⅴ）（３）所定単位数の 200/1000 加算 

（Ⅴ）（４）所定単位数の 187/1000 加算 

（Ⅴ）（５）所定単位数の 184/1000 加算 

（Ⅴ）（６）所定単位数の 163/1000 加算 

（Ⅴ）（７）所定単位数の 163/1000 加算 

（Ⅴ）（８）所定単位数の 158/1000 加算 

（Ⅴ）（９）所定単位数の 142/1000 加算 

（Ⅴ）（10）所定単位数の 139/1000 加算 

（Ⅴ）（11）所定単位数の 121/1000 加算 

（Ⅴ）（12）所定単位数の 118/1000 加算 

（Ⅴ）（13）所定単位数の 100/1000 加算 

（Ⅴ）（14）所定単位数の 76/1000 加算 

廃止 

 

 

廃止 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

→ 所定単位数の 1/100 減算（新設） 

業務継続計画未策定減算 

→ 所定単位数の 1/100 減算（新設） 

                         

※ 現行の介護職員処遇改善加算，介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算につ

いては令和６年５月３１日まで算定可能。 

※ 変更後の介護職員処遇改善加算は令和６年６月１日から適用する。 

※ 変更後の介護職員等処遇改善加算（V）については，令和７年３月３１日まで算定可能 

※ 業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。 
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２ 第１号通所事業 

 ⑴ 基本の単位数 

現行 変更後 

要支援１，事業対象者 

１，６７２単位／月 

要支援１，事業対象者 

         １，７９８単位／月 

要支援２ 

                  ３，４２８単位／月 

要支援２ 

              ３，６２１単位／月 

⑵ 加算・減算 

現行 変更後 

運動機能向上加算      ２２５単位／月 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 

４８０単位／月 

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 

７００単位／月 

事業所評価加算   １２０単位／月 

 

 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ） 所定単位数の 59/1000 加算 

（Ⅱ） 所定単位数の 43/1000 加算 

（Ⅲ） 所定単位数の 23/1000 加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止 

廃止 

 

廃止 

 

廃止 

一体的サービス提供加算  

→ ４８０単位／月（新設） 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ） 所定単位数の 92/1000 加算 

（Ⅱ） 所定単位数の 90/1000 加算 

（Ⅲ） 所定単位数の 80/1000 加算 

（Ⅳ） 所定単位数の 64/1000 加算 

（Ⅴ１）所定単位数の 81/1000 加算 

（Ⅴ２）所定単位数の 76/1000 加算 

（Ⅴ３）所定単位数の 79/1000 加算 

（Ⅴ４）所定単位数の 74/1000 加算 

（Ⅴ５）所定単位数の 65/1000 加算 

（Ⅴ６）所定単位数の 63/1000 加算 

（Ⅴ７）所定単位数の 56/1000 加算 

（Ⅴ８）所定単位数の 69/1000 加算 

（Ⅴ９）所定単位数の 54/1000 加算 

（Ⅴ10）所定単位数の 45/1000 加算 

（Ⅴ11）所定単位数の 53/1000 加算 

（Ⅴ12）所定単位数の 43/1000 加算 

（Ⅴ13）所定単位数の 44/1000 加算 

（Ⅴ14）所定単位数の 33/1000 加算 
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介護職員等特定処遇改善加算 

（Ⅰ） 所定単位数の 12/1000 加算 

（Ⅱ） 所定単位数の 10/1000 加算 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

所定単位数の 11/1000 加算 

廃止 

 

 

廃止 

 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

→ 所定単位数の 1/100 減算（新設） 

 

 

業務継続計画未策定減算 

→ 所定単位数の 1/100 減算（新設） 

 

 

事業所が送迎を行わない場合（同一建物減算を算定

している場合を除く） 

→ ４７単位 減算（片道につき）（新設） 

生活機能向上連係加算（Ⅱ） ２００単位 

運動器機能向上加算を算定している場合には 

              １００単位 

生活機能向上連係加算（Ⅱ） ２００単位 

 

廃止 

※ 現行の介護職員処遇改善加算，介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算につ

いては令和６年５月３１日まで算定可能。 

※ 変更後の介護職員処遇改善加算は令和６年６月１日から適用する。 

※ 変更後の介護職員等処遇改善加算（V）については，令和７年３月３１日まで算定可能 

※ 事業所が送迎を行わない減算について，要支援１又は事業対象者の場合は、１月につき３７６単位の範囲

内で，要支援２の場合は，１月につき７５２単位の範囲内で減算する。 

※ 業務継続計画未策定減算については，感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に

関する具体的計画の策定を行っている場合には，令和７年３月３１日までの間適用しない。 

 

 

３ 第１号介護予防支援事業 

  

⑴ 基本の単位数 

現行 変更後 

介護予防ケアマネジメント費 

    ４３８単位／月 

介護予防ケアマネジメント費    

４４２単位／月 

 

⑵ 加算・減算 

現行 変更後 

 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

→ 所定単位数の 1/100 減算（新設） 

 

 

業務継続計画未策定減算 

→ 所定単位数の 1/100 減算（新設） 

※ 業務継続計画未策定減算については，令和７年４月１日から適用する。 

 


